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全学労組文科省交渉が８月

23日、参議院議員会館で行わ

れました。コロナ感染拡大防

止「制御不能」の事態で、関

西圏の組合員数名が参加を断

念しましたが、７組合23名と

福島みずほ議員、合わせて24

名で交渉を行いました。文科

省からは、初等中等教育局

財務課、初等中等教育企画課、

情報教育・外国語教育課から、

１名ずつ計３名が対応しまし

た。

今年度も38項目の要求書に

対して、予め文書回答があり

ました。時間の関係で、①給

特法の廃止と労基法の適用

② 変形労働時間制 ③ GIGA

スクール構想を重点項目とし、

これらについてはさらに、質

問と要求を追加し、口頭での

回答を求めました。

給特法の廃止と労基法

「自己研鑽の時間として、超

過勤務時間のごまかしが行わ

れている実態をどう解消する

のか。」「労基法119条（違

反への懲役・罰金規定）に準

拠し、超過勤務45時間以上の

職員を出した管理職に懲戒処

分を出すよう各地教委に強力

指導すること。」を追加し、

文書回答以上のものを口頭か

らの回答に期待しましたが、

答えになっていない回答を繰

り返したため、「超勤４項目

は、実際の超勤時間の何％と

捉えているのか。調整額４％

は、何時間の労働に相当する

のか。」と質問が出ましたが、

答えられず「実態を把握して

いない。」と怒りの声が上が

りました。「調査、検討をし

ます。」で切り抜けようとし

ましたが、「休憩時間が取れ

ていないのに、調査された時

間から45分が引かれているの

を知っているか。管理職が出

した集計結果は、忖度が働い

てか、実際の時間より少なく

するごまかしがあることを知っ

ているか。」と実例を出して

追及し、「調査をするなら、

ごまかし対策をしてからする

ように。」と申し入れました。

管理職の懲戒処分については、

返答できる立場ではないので

と対応されてしまいました。

変形労働時間制は個人の判断で？

組合側の姿勢は導入阻止で

すが、導入するなら基準を明

確にするよう追加質問を出し

ました。前年度、導入は「各

学校の判断」としていました

が、回答は「個人の判断」で

した。「本制度の適用の前提

である上限時間（前年度の超

過勤務時間が週45時間・年

360時間）については、対象

となる職員それぞれについて

判断されることとなります。

このため、同一学校内におい

て、制度の対象となる職員と

対象とならない職員が混在す

ることになります。民間企業

においても同様の整理になっ

ています。」と説明しました。

「混在した状態でも学校にとっ

て有効」とは言い切れず、混

迷している様子をうかがわせ

ました。「民間企業がそうし

ている。」と言われても説得

力はなく、組合員は「それ以

前に、休憩時間が取れていな

いことがカウントされていな

い中で45時間そのものがナン

センス」と一蹴。導入のメリッ

トは見えず、超勤対策に効果

なし。

杜撰なGIGAスクール導入に釘を

構想そのものの話に入る前

にオンライン授業を授業時数

としてカウントするか否かの

見解を問いました。カウント

する場合とそうでない場合を

通知として出しているとの回

答でした。しかし、現場での

カウントへのハードルは高そ

うです。この項目には、問題

点・要求を６点あげていまし

た。電磁波被曝、教員の負担

増加、関連機器の国の予算化

（地方財政圧迫）、アクティ

ブラーニングの総括とGIGAス

クールの教育効果、民間企業

のソフト導入（個人データの

流出）、個人データの破棄保

証、さらに、特別支援学校で

の整備の遅れ、発達段階に合

わせた端末利用と教育課程の

関連、数年後のハード更新、

ソフト更新の見通しについて、

追加質問をしました。電磁波

については、健康被害が危惧

されるという見解は持ってい

るが具体的対策なし、教師の

負担増についてはサポート体

制をいくつかあげたが不十分、

関連機器については補正予算

で4,819億円を計上し、補助

金を交付しているそうですが、

この額がどの程度の効をなす

のかの説明はなし。個人情報

の保護については、各自治体

の保護条例に準拠することや

「教育情報セキュリティポリ

シーガイドライン」を出し、

適切な情報管理を促している

ところ、特別支援学校への対

応は各自治体任せ、その他に

ついてはさらなる検討課題と

して捉えているということで

した。

全体的に「子どもを守る」

という視点に欠け、安全確認

なしで性急にことを運び過ぎ

ていると指摘しました。メディ

ア情報リテラシーのような情

報教育と関連させた取り組み

を中学生以上でもすること、

国としてオープンソースのデ

ジタルソフトの研究開発をす

ること、民間企業のソフト導

入については「適切な選択を」

と現場へ丸投げしないことを

要求しました。このままでは、

学校は子どもをデータ化し、

社会に送る場所になりかねま

せん。大人の勝手で子どもが

犠牲になる杜撰な取り組みで

あることが否めませんでした。

最後に、福島議員からコロ

ナ感染への学校現場の対策の

徹底、パラリンピックに児童

生徒を動員しないことを訴え、

交渉は終わりました。

高田晴美（副執行委員長）
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９月７日、大阪高裁におい

て岸和田支援学校パワハラ裁

判控訴審の第一回期日が行わ

れました。組合側は５月末に

控訴理由書を提出していまし

たが、裁判所の手続きの不手

際等から被控訴人である大阪

府からの答弁書が期日前日に

やっと送られて来ました。組

合側は当然に反論を行うとし、

裁判長も次回期日を持つこと

としました。大阪府の答弁書

は、組合員たちが高裁に提出

した「同僚へのいじめの加害」

はないという新たな証拠につ

いて、「時期に遅れた攻撃防

御方法（今ごろ出すのはどう

なの？という意味らしい）」

であるとしつこく却下を求め

ましたが、裁判長は証拠とし

て採用するとしました。また

組合側が求めた証人尋問につ

いては留保となり、次回期日

以降に決まります。裁判には

支える会などから傍聴支援が

ありました。次回の期日は11

月18日（木）10時〜 高裁83

号室です。引き続きの傍聴支

援をよろしくお願いします。

酒井さとえ（書記長）

米国がアフガニス

タンから撤退▼イ

ラク戦争はなぜ起

こったのと数年前

高校生から聞かれたとき▼それ

ほどの年月が流れたのかと驚い

たが▼うまく行くはずがないと

の警告が現実に▼コロナ禍もな

んのその▼明日を生き延びるた

め空港に密集する人々▼責任を

負うべき者が足早に逃げ出すの

は▼国内だけではなかったのだ

７月31日、領土教育研究会

主催の第3回集会が開催され

ました。

領土教育研究会の目的

昨年１月、歴史学名誉博士

の久保井規夫さんと、元関西

大学教員の黒田伊彦さんの呼

びかけで結成された「領土教

育研究会」。日本政府は、領

土教育で北方領土、竹島、尖

閣諸島を日本「固有の領土」

と教えることとし、教科書は、

検定制度で政府見解通りになっ

ています。この研究会は、史

実に基づいた歴史教育により、

「対立よりも相互理解によっ

て解決を追求するための領土

教育の研究と展開」を目的と

して、研究集会を開催してき

ました。第１回は竹島（独島）、

第２回は尖閣（釣島）諸島が

テーマ。今回は、北方領土

（クリル諸島南部）がテーマ

でした。

すぐれた講演内容

久保井規夫さんによる講演

のテーマは「史実による蝦夷

地・北方領土をめぐる日本・

ロシアの領土権の検証」。江

戸幕府は、蝦夷地（異国）を

完全には支配できていなかっ

たこと。その後の、ロシア・

ソ連との様々な条約で

国境線が何度も移動し

ていることからも、日

本の「固有の領土」と

は言えないこと。さらに、ア

イヌの視点からの北海道「開

拓」とともに千島・樺太での

アイヌの生存権について、き

ちんと教科書で記述する必要

があることにも触れられまし

た。

黒田伊彦さんによる講演の

テーマは、「北方領土に関す

る中学校教科書批判と学習指

導のポイント」。中学校社会

科教科書の中で、北方領土の

記述の中に「ここは北海道と

同様にアイヌ民族が先住する

地域」と記しているのは「日

本文教出版」の１社のみであ

り、すべての教科書が「日本

固有の領土」と記述している

ことを指摘されました。かつ

て、東北・北海道は「蝦夷」

「えみし」「かい」の国で、

「かい」はアイヌ民族の自称

の言葉であり、千島列島も同

じく日本の「固有の領土」で

なかったことは明らかとされ

ました。増田俊道（執行委員長）

（７）デルタ変異株と

感染拡大防止

7月下旬以降の第５波で猛威を振

るっているのは、従来株（野生株）

に比較して感染性及び重症化率も

高いデルタ(δ)変異株である。ワ

クチン接種による集団免疫が形成

された欧米でもデルタ変異株によ

る感染が再拡大しているが、飲食

店の閉鎖や外出禁止等の強硬処置

が採られていないのは、現行のワ

クチンがデルタ変異株に対しても

重症化を予防する効果があるから

だ。免疫には抗体による「体液性

免疫」とT細胞が感染した細胞を直

接攻撃する「細胞性免疫」がある

が、ワクチン接種によってデルタ

変異株に対する体液性免疫は従来

株よりも低下して感染予防効果は

低くなるが、細胞性免疫は従来株

と同等のレベルを維持して重症化

防止効果は十分である。

日本では高齢者への２回接種率

は80％を超えるものの、中年若年

世代の接種率、特に首都圏や京阪

神等の大都市圏での接種率は低く、

その結果、第５波では40代、50代

の感染者・重症者・死亡者が多く

なり、さらには20代、30代の感染

者も増加している。こうした危機

的状況を回避するには、1日も早く

ワクチン接種を50代以下の世代に

行き渡らせることに尽きるが、そ

れまでは、ワクチン接種が行き渡っ

ている高齢者も含めて「三密回避」

を徹底する他ない。新型コロナウ

イルスで厄介なのは、ワクチン接

種を済ませた者も感染しても発症

しないが、こうした不顕性感染者

でも他者に感染させることだ。ま

た、マスク着用は「三密回避」の

代替にはならず、飽くまで「三密」

による感染リスクを低減する効果

しかない。中高、あるいは小も含

めて学校での感染防止はマスク着

用と机間距離の確保で十分とする

現在の対応は、感染力の強いデル

タ株には通用しない。少なくとも

中高では、生徒か教職員の感染者

が一人でも出れば、生徒と教職員

全員のPCR検査を継続的に実施して

全員が陰性になるまで休校するく

らいの強硬処置が必要だろう。い

わゆる「人流」とはまさに盛り場

までの交通機関、すなわち満員電

車で移動する人の流れである。当

初の非常事態宣言は人流抑制に効

果があったが、現在の非常事態宣

言では人流が逆に増加している。

人流抑制をするには、通勤時間帯

でのエッセンシャル・ワーカー以

外の通勤電車利用を禁止するくら

いの強い処置が必要だろう。

（新撰組21）

(２３８）

● ９月１７日（金）18:30～

エルシアター

ストップ維新！！

市民連帯集会

● １０月２日（土）14:00～

エルおおさか ７０８

『日の丸・君が代』強制反対

大阪ネットワーク総会

【予告】 ※ 詳細は次号で

グループZAZA連続学習会

11/ 6 (土) 14:00～ 国労会館

11/14 (土) 14:00～エルおおさか

講演 藤原辰史さん

大阪府 期日前日にようやく答弁書提出


